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9
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11
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㸰ࠉᗋᶵ⬟ሗ࿌ไᗘࡢ⤖ᯝ

㸦㸯㸧ḟ་⒪ᅪูࡢ≧ἣ

࠙㸰㸮㸯㸳ᖺ㸵᭶㸯᪥Ⅼࠚ 㸦༢㸸ᗋ㸧

ḟ་⒪ᅪ య 㧗ᗘᛴᛶᮇ ᛴᛶᮇ ᅇᮇ ៏ᛶᮇ ↓ᅇ⟅

 Ᏹᦶᅪᇦ 1,15】 10 452 184 4】3 38

 ᪂ᒃ࣭す᮲ᅪᇦ 3,108 44 1,【2【 205 949 284

 ᅪᇦ 2,3】【 30 1,3】2 25【 【8】 31

 ᯇᒣᅪᇦ 9,043 2,110 3,034 941 2,】50 208

 ඵᖭ࣭Ὢᅪᇦ 1,9【】 0 1,052 198 】1】 0

 Ᏹᓥᅪᇦ 2,085 20 1,059 2】9 58【 141

࠙㸰㸮㸯㸲ᖺ㸵᭶㸯᪥Ⅼࠚ 㸦༢㸸ᗋ㸧

ḟ་⒪ᅪ య 㧗ᗘᛴᛶᮇ ᛴᛶᮇ ᅇᮇ ៏ᛶᮇ ↓ᅇ⟅

 Ᏹᦶᅪᇦ 1,244 10 58【 8【 52【 3【

 ᪂ᒃ࣭す᮲ᅪᇦ 3,12【 10 1,821 14【 94】 202

 ᅪᇦ 2,3】8 1】 1,432 255 【】4 0

 ᯇᒣᅪᇦ 9,0【0 2,13【 2,859 895 3,034 13【

 ඵᖭ࣭Ὢᅪᇦ 1,829 0 92】 203 【02 9】

 Ᏹᓥᅪᇦ 2,110 20 1,219 198 591 82

㸦㸰㸧ឡ┴ᆅᇦ་⒪ᵓࡿࡅ࠾ᚲせᗋᩘ

࠙㸰㸮㸰㸳ᖺࡿࡅ࠾ᚲせᗋᩘ᥎ィ್ࠚ 㸦༢㸸ᗋ㸧

ᵓ༊ᇦ య 㧗ᗘᛴᛶᮇ ᛴᛶᮇ ᅇᮇ ៏ᛶᮇ

ᦶࠉᏱࠉ 8】9 51 31】 294 21】

᪂ᒃ࣭す᮲ࠉ 2,34】 19【 82【 【】】 【48

ࠉࠉ 1,939 119 【82 】08 430

ᒣࠉᯇࠉ 【,【】9 】81 1,995 20【】 1,83【

ඵᖭ࣭Ὢࠉ 1,【81 59 48【 【93 443

Ᏹᓥࠉ 1,29】 120 418 454 305



㸦㸱㸧Ᏹᓥᅪᇦࡢ≧ἣ

࠙Ჷ༢ࡢᴫἣ㸦㝔㸧ࠚ

ձ་⒪ᶵ⬟

㞟ィᲷᩘ
㧗ᗘᛴᛶᮇ

ᶵ⬟
ᛴᛶᮇ
ᶵ⬟

ᅇᮇ
ᶵ⬟

៏ᛶᮇ
ᶵ⬟

ఇᲷ➼

38
1

㸦 2.【㸣㸧
21

(55.3㸣)
4

(10.5㸣)
10

(2【.3㸣)
2

( 5.3㸣)

38
1

㸦 2.【㸣㸧
21

(55.3㸣)
5

(13.2㸣)
10

(2【.3㸣)
1

( 2.【㸣)

38
1

㸦 2.【㸣㸧
11

(28.9㸣)
0

( 0.0㸣)
3

( 】.9㸣)
23

(【0.5㸣)

ղチྍᗋᩘ࣭✌ാᗋᩘ

ྜィ ᖹᆒ ᭱

チྍᗋᩘ 32 1,4】】 4【.2 9【

✌ാᗋᩘ 30 1,2【1 42.0 【0

㠀✌ാᗋᩘ 2 21【 -ࠉࠉࠉࠉ 55

チྍᗋᩘ 【 288 48.0 【0

✌ാᗋᩘ 【 2】8 4【.3 58

㠀✌ാᗋᩘ 0 10 -ࠉࠉࠉࠉ 8

࠙Ჷ༢ࡢᴫἣ㸦᭷ᗋデ⒪ᡤ㸧ࠚ

ձ་⒪ᶵ⬟

㞟ィᲷᩘ
㧗ᗘᛴᛶᮇ

ᶵ⬟
ᛴᛶᮇ
ᶵ⬟

ᅇᮇ
ᶵ⬟

៏ᛶᮇ
ᶵ⬟

ఇᲷ➼

18
0

( 0.0㸣)
【

(33.3㸣)
3

(1【.】㸣)
【

(33.3㸣)
3

(1【.】㸣)

18
0

㸦 0.0㸣㸧
5

(2】.8㸣)
3

(1【.】㸣)
【

(33.3㸣)
4

(22.2㸣)

18
0

㸦 0.0㸣㸧
3

(1【.】㸣)
2

(11.1㸣)
2

(11.1㸣)
11

(【1.1㸣)

ղチྍᗋᩘ࣭✌ാᗋᩘ

ྜィ ᖹᆒ ᭱

チྍᗋᩘ 1】 223 13.1 19

✌ാᗋᩘ 14 15】 11.2 19

㠀✌ാᗋᩘ 3 【【 -ࠉࠉࠉࠉ 19

チྍᗋᩘ 8 9】 12.1 19

✌ാᗋᩘ 】 89 12.】 19

㠀✌ാᗋᩘ 1 8 -ࠉࠉࠉࠉ 3

ᗋᩘ

ձ2015ᖺ(ᖹᡂ2】)ᖺ㸵᭶㸯
᪥Ⅼࡢᶵ⬟

ղ㸴ᖺࡀ⤒㐣ࡓࡋ᪥ࡅ࠾
ணᐃࡢ⬟Ჷᶵࡿ

ճ2025(ᖹᡂ3】)ᖺ㸵᭶㸯᪥
Ⅼࡢᶵ⬟(௵ព)

㞟ィᲷᩘ

ձ୍⯡ᗋ

ղ⒪㣴ᗋ

ᗋᩘ

ձ୍⯡ᗋ

ղ⒪㣴ᗋ

ձ2015ᖺ(ᖹᡂ2】)ᖺ㸵᭶㸯
᪥Ⅼࡢᶵ⬟

ղ㸴ᖺࡀ⤒㐣ࡓࡋ᪥ࡅ࠾
ணᐃࡢ⬟Ჷᶵࡿ

ճ2025(ᖹᡂ3】)ᖺ㸵᭶㸯᪥
Ⅼࡢᶵ⬟(௵ព)

㞟ィᲷᩘ



࠙チྍᗋᩘ࣭✌ാᗋᩘ㸦㝔㸧㸦2015ᖺ㸵᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࠚ

チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ

ᕷ❧Ᏹᓥ㝔 42【 20 20 40【 40【 0 0 0 0 0 0

⊂❧⾜ᨻἲேᆅᇦ་⒪ᶵ
⬟᥎㐍ᶵᵓᏱᓥ㝔

199 0 0 101 90 98 9【 0 0 0 0

་⒪ἲேἈ⦖ᚨὪ
ᏱᓥᚨὪ㝔

300 0 0 133 133 28 28 108 108 31 0

་⒪ἲே㙊㔝㝔 3【 0 0 0 0 0 0 3【 3【 0 0

Ᏹᓥᕷ❧ྜྷ⏣㝔 144 0 0 0 0 9【 52 48 48 0 0

Ᏹᓥᕷ❧ὠᓥ㝔 133 0 0 88 【0 0 0 45 45 0 0

᪫ᕝⲮ༡ឡ㝔 130 0 0 0 0 0 0 130 11【 0 0

㨣⏫❧Ᏹ㝔 100 0 0 55 48 0 0 45 3】 0 0

ឡ༡⏫ᅜಖ୍ᮏᯇ㝔 【0 0 0 0 0 0 0 【0 58 0 0

ឡ┴❧༡Ᏹ㝔 199 0 0 144 120 0 0 0 0 55 0

་⒪ἲேすᮏ㝔 38 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0

៏ᛶᮇ ఇᲷ➼

࠙ チྍᗋᩘ ࠚ ࠙ ✌ാᗋᩘ ࠚ

་⒪ᶵ㛵ྡ
య
(ᗋ)

㧗ᗘᛴᛶᮇ ᛴᛶᮇ ᅇᮇ

1.1%

54.7%

12.6%

26.7%

4.9%

珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢

磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢

嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢

綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢

帝鰲っ帝鰲っ帝鰲っ帝鰲っ

1.3%

58.2%

11.4%

29.1%

珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢

磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢

嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢

綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢



࠙チྍᗋᩘ࣭✌ാᗋᩘ㸦᭷ᗋデ⒪ᡤ㸧㸦2015ᖺ㸵᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࠚ

チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ チྍ ✌ാ

་⒪ἲேᮌᮧෆ⛉་㝔 19 0 0 0 0 0 0 19 1】 0 0

་⒪ἲே♫ᅋ㛗㔝⏘፬ே⛉ 15 0 0 15 13 0 0 0 0 0 0

་⒪ἲே᳜ᮌᩚᙧእ⛉ 19 0 0 0 0 0 0 19 1【 0 0

་⒪ἲேᯇእ⛉࣭⫶⭠⛉ 19 0 0 0 0 0 0 19 1】 0 0

Ἀᚠ⎔ჾ⛉ෆ⛉ 19 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0

ຍ⸨ᩚᙧእ⛉ 19 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0

ᒾᮧእ⛉⫶⭠⛉ 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0

ᒣෆ⏘፬ே⛉་㝔 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0

ᒣᮏෆ⛉་㝔 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

ୖ⏣ᑠඣ⛉࣭እ⛉ 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0

ⴗᒣ་㝔
ᑑࣞࢡࢵࢽࣜࢡࢫ࣮ࢹ

1】 0 0 1】 1】 0 0 0 0 0 0

ᯘᩚᙧእ⛉ࢡࢵࢽࣜࢡ 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0

㕥ᮌᩚᙧእ⛉࣭እ⛉ 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0

ᯇ㔝⏫ᅜẸᗣಖ㝤
୰ኸデ⒪ᡤ

19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0

㨣⏫ᅜẸᗣಖ㝤
᪥ྜྷデ⒪ᡤ

1】 0 0 0 0 0 0 0 0 1】 0

⠛ཎ་㝔 19 0 0 19 10 0 0 0 0 0 0

་⒪ἲேឿឡఀ⸨་㝔 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0

་⒪ἲே➉ᮏ་㝔 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

៏ᛶᮇ ఇᲷ➼

࠙ チྍᗋᩘ ࠚ ࠚ ാᗋᩘ✌ ࠙ࠉ

་⒪ᶵ㛵ྡ
య
(ᗋ)

㧗ᗘᛴᛶᮇ ᛴᛶᮇ ᅇᮇ

0%

29.4%

17.8%
35.6%

17.2%
珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢

磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢

嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢

綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢

帝鰲っ帝鰲っ帝鰲っ帝鰲っ

0%

33.7%

22.8%

43.5%

珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢珽燵磧磽鑢

磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢磧磽鑢

嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢嘖皖鑢

綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢綫磽鑢



࠙ᗋࡢ≧ἣ㸦㝔㸧ࠚ

ձࠉᕷ❧Ᏹᓥ㝔

㸦ᗋ㸧タయ
ᩆᩆᛴ࣮ࢱࣥࢭ

㧗ᗘᛴᛶᮇ
㸲㝵すᲷ

ᛴᛶᮇ
㸳㝵ᮾᲷ

ᛴᛶᮇ
㸳㝵すᲷ

ᛴᛶᮇ
㸴㝵ᮾᲷ

ᛴᛶᮇ
㸴㝵すᲷ

ᛴᛶᮇ

チྍ 42【 20 50 31 50 34 45

✌ാ 42【 20 50 31 50 34 45
㸵㝵ᮾᲷ

ᛴᛶᮇ
㸵㝵すᲷ

ᛴᛶᮇ
㸶㝵ᮾᲷ

ᛴᛶᮇ
㸶㝵すᲷ

ᛴᛶᮇ
ே㛫ࢡࢵࢻ

ᛴᛶᮇ

48 48 45 4】 8

48 48 45 4】 8

ղࠉ⊂❧⾜ᨻἲேᆅᇦ་⒪ᶵ⬟᥎㐍ᶵᵓࠉᏱᓥ㝔

㸦ᗋ㸧タయ
す㸱㝵Ჷ

ᛴᛶᮇ
ᮾ㸱㝵Ჷ

ᛴᛶᮇ
す㸰㝵Ჷ

ᅇᮇ
ᮾ㸰㝵Ჷ
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愛媛県宇和島構想区域地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 宇和島構想区域の医療提供体制を確保することを目的に、宇和島構想

区域における地域医療構想の策定及び実現に向けた関係者との協議及び調整

等を行うため、愛媛県宇和島構想区域地域医療構想調整会議（以下「調整会

議」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条 調整会議では、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。 

(1) 地域医療構想の策定及び実現に関する事項 

(2) 構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 

(3) 医療計画に関する事項 

(4) その他目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 調整会議は、委員20人以内で組織し、委員は、各構想区域名において

次に掲げる者のうちから愛媛県南予地方局長が委嘱し、又は任命する。 

  一 郡市医師会の代表者 

  二 歯科医師会の代表者 

  三 薬剤師会の代表者 

  四 看護関係者の代表者 

  五 介護関係者の代表者 

  六 医療機関の代表者 

  七 保険者の代表者 

  八 市町の代表者 

  九 宇和島保健所長 

  十 その他議長が必要と認めた者 

２ 調整会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がそ

の職務を代行する。 

 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第５条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２ 議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させることができる。 

３ 議長は、必要に応じてワーキンググループを設置し、意見を聞くことがで

きる。 



 

 

（事務局） 

第６条 調整会議の事務局は、愛媛県宇和島保健所企画課に置く。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、

愛媛県南予地方局長が別に定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成 27 年６月 12 日から施行する。 

 附則 

この要綱は、平成 28 年６月 28 日から施行する。 
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